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高度経済成長期，急激な都市部への人口流入・増加への受け皿として，郊外部において住宅系用途の開

発が行われた．これら郊外住宅開発地は開発から40～50年経過し，社会経済状況の変化に伴い，事業完了

時の土地利用計画から変化が生じている実態が確認できる．そこで本研究は，教育施設，計画住宅用地を

ケーススタディとし，土地区画整理事業における郊外住宅開発地の事業完了後，換地処分時に設定してい

た土地利用計画に変化が生じ，転換が行われていた実態を把握することを目的とする． 
その結果，対象箇所のうち換地処分後小学校用地で18%，中学校用地で14%，幼稚園用地で56%の土地

利用転換が確認できた．特に幼稚園用地は，使われず低未利用地が多く見られ，廃園となった幼稚園の活

用が課題であることが明らかとなった．計画住宅用地では，集合住宅から戸建へのダウンサイジングを行

っている事例や，医療・福祉・子育て機能を集約し面的に再生を行っている地区の存在が明らかとなった． 
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1. はじめに 

 

(1) 研究背景と目的 

 高度経済成長期，急激な都市部への人口流入・増加に

対応するため，郊外部において住宅系用途の開発が行わ

れた．これら郊外住宅開発地は開発から40～50年経過し，

社会経済状況の変化に伴い，事業完了時の土地利用計画

から変化が生じている実態が確認できる．具体には，人

口減少に伴い小学校などの教育施設が廃校され他の用途

に転換されている状況や，集合住宅用地から戸建住宅用

地への転換が確認できる． 

 また，我が国では人口減少や少子高齢化，公共交通空

白地の増加への対応として，現在407都市(1)の自治体にお

いて立地適正化計画について具体的な取り組みを行って

いるが，都市機能誘導区域，居住誘導区域まで設定して

いる自治体は124都市(2)，都市機能誘導区域のみ設定した

自治体は37都市(2)となっており1)，今後も都市機能誘導区

域や居住誘導区域を定める自治体が増えると考えられる．

特に，今後居住誘導区域を設定する上で，人口減少によ

る低密度化が進む郊外住宅開発地の存在は大きな課題と

なると考えられる．一方，郊外住宅開発地は土地区画整

理事業といった法定事業によって良好な社会基盤が整備

され，将来へ残すべき優良な資産であるとも考えられる．

そのため，今後も優良な資産を残していくために適切な

土地利用転換や集合住宅のリノベーションやダウンサイ

ジングが必要となる． 

 そこで本研究は，土地区画整理事業における郊外住宅

開発地の事業完了後，社会経済状況の変化に伴い，換地

処分時に設定していた土地利用計画に変化が生じ転換が

行われていたのかを解明することを目的とする．なお今

回は，ケーススタディとして独立行政法人都市再生機構

による土地区画整理事業のうち2000年までに換地処分を

終えた首都圏の郊外住宅開発地を対象とする．また本研

究では，土地利用計画のうち教育施設と計画住宅用地の

土地利用転換に着目する．教育施設(2)と計画住宅用地(3)

は人口減少による土地利用転換の発生に大きく影響する

と考えられる． 

 

(2) 既存研究の整理 

郊外住宅開発地に関する既存研究として，松本ら2)が
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飛び市街化区域と調整区域内に郊外住宅団地を有する自

治体と住民にアンケート調査やヒアリングを行い，実態

と今後の課題を明らかにした研究，片岸ら3)の事例研究

として金沢市の区画整理が行われている地区と行われて

いない地区の人口変動と2時点間の土地利用変容の実態

と課題を明らかにした研究があり，他にも個別地区を対

象とした研究は多数確認することができる． 

また，土地区画整理事業に関する研究としては，西4)

による住宅先行建設区制度の定着化による市街化促進方

策の研究，大沢ら5)による先買い型土地区画整理事業に

着目した研究，土地利用転換に関する研究としては，朴

ら6)による都市構造転換事業が都市計画的な配慮に基づ

いているのか事業手法や用途地域との整合性，立地等を

考慮して分析を行った研究や，阿部ら7)による地方都市

中心部における駐車場用地への転換率をロジスティック

回帰分析を用いて定量的に明らかにした研究が存在する． 

しかしながら，本研究のように土地区画整理事業換地

処分後の土地利用計画変化を対象とした研究は確認でき

ない．  

 

 

2. 研究方法 
 

本研究では土地区画整理事業による住宅系用途の郊外

住宅開発地を対象地区とする．また，施行者は1955年に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 対象地区の分布図（50万分の1） 

発足した日本住宅公団（現在の独立行政法人都市再生機

構）とし，首都圏において2000年までに換地処分を終え

た55地区とする（図-1）．なお対象とする土地利用は，

教育施設用地と計画住宅用地とし，この2つの換地処分

後の土地利用の変化について把握を行う． 

研究方法としては，住宅・都市整備公団が1998年に発

行した『首都圏都市開発本部 34年のあゆみ』8)にて収

録されている各事業地区の土地利用計画図を換地処分時

の土地利用計画として用いた． 一例として神奈川県横

浜市磯子区の洋光台地区の換地処分時の土地利用計計画

を図-2に，土地利用計画計画表を表-1に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 洋光台（洋光台土地区画整理事業）土地利用計画図 

 

表-1 洋光台（洋光台土地区画整理事業）土地利用計画表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面積（ha) 割合（％）

37.6 18.1

11.7 5.7

0.2 0.1
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計画住宅用地 36.8 17.7

一般住宅用地 100.8 48.6

小計 137.6 66.3

教育施設用地 11.3 5.4

行政商業等施設用地 5.4 2.6
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現在の土地利用は，google maps(5)を用いて換地処分時

と比較を行い，土地利用転換の実態を把握していく．土

地利用転換の実態を把握したのち，土地利用転換が生じ

た状況について，①計画変更（用地は確保したが教育施

設が誘致ができなかった，もしくは社会経済状況の変化

による戸建用地への変更），②廃校やダウンサイジング

（計画通りに事業を進めたが，人口減少等によって用途

の転換を行った）に分類を行い，考察を進める．①，②

への分類に関しては，国土地理院の過去の航空写真や住

宅地図等を参考とした． 

なお土地利用転換については，街区単位で評価（単位

は箇所）することとし，計画住宅用地に関しては，1区

画内における土地利用転換の有無を調査対象とした． 

  

 

3. 対象地区における土地利用転換状況 
 

本研究対象55地区の教育施設と計画住宅用地の換地処

分時における実態と土地利用転換の有無について，地区

別に箇所数・区画数をまとめたものを表-2に，それをま 

NO. 名称 所在地※4 施行面積（ha) 事業認可日 換地処分 計画人口 小学校数 中学校数 幼稚園数
計画住宅
用地（区画
数）

小学校 中学校 幼稚園
計画住宅
用地

1 豊田 日野市 132.9 S32.3.18 S40.4.27 23,000 2 1 1 9※1 × × × 対象外

2 竹ノ塚 足立区 100 S36.1.26 S42.3.31 19,000 2 0 0 12※2 × なし なし 〇
3 国立 国立市 92.8 S38.2.12 S40.10.28 14,000 1 1 0 5 × × なし ×
4 鶴川 町田市 121.3 S39.8.25 S43.7.31 21,000 2 1 0 8 × × なし ×

5 久留米 久留米市，小平市 155.8 S41.11.26 S44.9.2 25,000 2 1 0 5 × × なし 〇

6 板橋 板橋区 332.4 S41.12.28 S47.3.31 60,000 4 3 3 9 〇 × 〇 ×

7 宇津木台 八王子市 77 S56.7.15 S63.5.31 8,500 2 1 1 3 〇 × 〇 ×

8 生田 川崎市麻生区 60.8 S33.3.12 S36.11.24 7,000 1 0 0 9 × なし なし 〇
9 東生田 川崎市多摩区 56.2 S38.2.1 S42.3.31 8,000 1 0 0 6 × なし なし ×
10 洋光台 横浜市磯子区 207.5 S41.10.1 S48.8.7 33,000 4 2 4 5 × × 〇 ×
11 菅 川崎市多摩区 24 S42.1.20 S45.3.31 3,590 1 0 0 1 〇 なし なし ×

12 港南台
横浜市港南区，戸
塚区

298.6 S44.9.8 S57.3.13 47,000 6 3 5 7 〇 〇 〇 ×

13 鳶尾 厚木市 87.7 S46.11.12 S52.3.29 12,000 1 1 2 2 × × 〇 〇
14 霧が丘 横浜市緑区 112.7 S47.2.21 S56.3.20 24,000 3 1 3 7 〇 × 〇 ×
15 西菅 川崎市多摩区 84.1 S47.8.29 S61.3.7 11,000 2 1 2 5 × × 〇 ×
16 鴨志田 横浜市緑区 55.9 S48.3.31 S55.3.28 8,300 1 1 0 5 × × なし ×
17 森の里 厚木市 192.7 S55.6.17 H2.3.30 8,400 1 1 1 16 × × × 〇
18 奈良 横浜市緑区 87.6 S58.1.24 H8.9.29 11,000 1 1 2 3 × 〇 〇 ×
19 比々多 伊勢原市 21.1 S59.11.6 H2.3.30 2,900 0 0 0 1 なし なし なし ×
20 北坂戸 坂戸市 120.4 S45.6.3 S49.9.30 19,900 1 1 3 5 〇 〇 〇 ×
21 狭山台 狭山市 104.1 S46.3.27 S49.4.2 19,000 2 1 2 4 〇 × 〇 ×
22 平沼 久喜市 67.5 S46.6.29 S49.1.8 12,550 1 1 2 3 × × × 〇

23 富士見
川越市，坂戸市，
鶴ヶ島市

214.9 S48.4.21 S55.3.28 18,200 2 2 4 2 × × 〇 ×

24 箕田赤見台 鴻巣市 59.6 S50.1.21 S56.4.24 13,400 2 1 2 3 × × 〇 〇
25 高坂丘陵 東松山市 97.2 S52.3.18 S62.7.31 12,000 2 1 2 5※3 〇 × 〇 ×
26 川越鶴ヶ島 川越市，鶴ヶ島市 137.9 S52.3.30 S61.9.30 20,200 2 2 2 9 × × 〇 ×
27 花崎駅北 加須市 52.5 S53.4.10 S59.8.27 6,600 1 0 1 3 × なし × ×
28 杉戸西 北葛飾郡杉戸町 118.3 S55.3.25 S62.3.31 13,000 2 1 4 3 × 〇 〇 ×
29 飯能南台 飯能市 104.7 S57.1.6 H6.2.18 8,000 1 1 0 4 × × なし 〇
30 浦和南部 浦和市 45.8 S57.1.6 H3.6.28 8,000 1 0 1 5 × × × 〇
31 霞が関 川越市 69.8 S59.3.8 H4.3.31 7,500 1 0 1 2 × × 〇 〇
32 金ケ作 松戸市 169.3 S32.2.18 S37.7.31 26,000 2 1 2 12 × × 〇 〇
33 高根木戸 船橋市 73 S37.4.18 S38.10.31 20,000 1 1 1 8 〇 × × 〇
34 北習志野 船橋市 147.9 S39.12.1 S42.10.31 27,000 2 1 0 6 × × なし ×
35 北小金 松戸市 230.5 S41.8.22 S46.4.27 32,000 3 2 6 5 × × 〇 ×
36 湖北台 我孫子市 143.7 S42.5.22 S46.5.14 22,000 2 1 3 2 × × 〇 ×
37 新検見川 千葉市花見川区 77.6 S44.5.6 S47.1.21 16,000 2 1 2 4 × × × ×
38 東寺山 千葉市若葉区 102.3 S44.10.8 S49.10.15 19,500 2 1 2 5 × × × ×
39 沼南台 東葛飾郡沼南町 111.8 S47.6.21 S53.3.10 20,700 2 1 3 6 × × 〇 ×
40 北柏 柏市 109.9 S50.3.25 S55.5.6 20,000 2 1 3 8 × × 〇 ×
41 萱田 八千代市 98.4 S55.1.28 H4.3.31 12,000 2 1 1 2 〇 × 〇 〇
42 南志津 佐倉市 66.7 S57.7.3 H7.8.25 9,000 2 1 1 5 〇 × 〇 ×
43 和良比 四街道市 40.9 S59.5.25 H3.5.31 5,000 1 0 1 2 × なし × ×
44 駒羽根 猿島郡総和町 28.7 S42.6.15 S43.4.18 4,600 1 0 0 10 × なし なし 〇
45 戸頭 取手市 130.5 S46.8.18 S51.10.31 20,000 2 1 3 5 〇 × 〇 ×
46 北守谷 北相馬郡守谷町 260.5 S51.3.31 S60.5.23 32,000 4 2 7 6 〇 〇 〇 〇
47 南守谷 北相馬郡守谷町 158.9 S57.1.25 S63.5.30 17,000 2 1 2 1 〇 × 〇 〇
48 冬木 猿島郡五霞町 50.9 S55.8.5 S61.6.30 5,300 0 0 1 1 × × 〇 ×
49 小絹 筑波郡谷和原村 85.2 S57.5.21 H3.3.25 7,400 1 1 1 1 × × 〇 ×
50 南台 石岡市 74.3 S57.5.21 H4.3.5 7,400 1 1 2 2 × 〇 〇 ×
51 大谷 真岡市 36.2 S41.10.25 S43.3.26 5,400 0 0 1 7 × なし 〇 〇
52 犬伏新町 佐野市 19.6 S43.11.5 S44.5.6 3,500 0 0 1 5 × なし 〇 〇
53 上野原 鹿沼市 9 S44.12.26 S46.2.9 1,700 0 0 0 9 × なし なし 〇
54 戸祭 宇都宮市 30.1 S55.10.8 S57.11.9 2,000 1 0 1 0 〇 なし × なし

55
自治医科大
学周辺

河内郡南河内町，
都賀郡国分寺町

182 S57.1.6 H6.4.8 18,000 2 2 3 2 × 〇 〇 ×

※1：土地利用計画において計画住宅用地と一般住宅用地が混在しているため対象外とする
※2：組合施行と共同の施行区画については除く
※3：計画住宅用地と一般住宅用地が混在しているため混在していない5区画を対象とする
※4：所在地は換地処分時の住所

千
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表-2 対象 55地区の土地区画整理事業換地処分後の土地利用転換状況 
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表-3 小・中学校，幼稚園，計画住宅用地の土地利用転換状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とめたものを表-3に示す．その結果，小学校用地に関

して，換地処分時に小学校を計画している地区が50地区

92箇所あり，うち15地区17箇所において土地利用転換が

確認された．中学校用地に関しては，40地区50箇所にお

いて計画され，土地利用転換が見られたのは7地区7箇所

であった．小学校用地の転換率が18%，中学校用地が

14%であり，転換率としては近い値を示している． 

幼稚園用地では，42地区95箇所が計画され，32地区53

箇所において土地利用転換が見られた．転換率は56%と

小学校・中学校を大きく上回っている． 

計画住宅用地では，換地処分後に大きな計画変更が見

られたNo.1の多摩平地区と計画住宅用地の計画が無かっ

たNo.54の戸祭地区を除く53地区271区画において計画さ

れ，19地区63区画において土地利用転換が行われていた

ことを確認することができた． 

 

 

4. 教育施設における土地利用転換実態 
 

(1) 小学校・中学校における土地利用転換 

 教育施設における土地利用転換の構成を図-3に示す．

小学校・中学校の用地に関して，83%にあたる118箇所

において土地利用転換が行われず現在でも換地処分時の

土地利用計画であった．土地利用転換が見受けられた箇

所の現在の土地利用を表-4に示す．土地利用転換として

は，用地を戸建用地として転換を行っている事例が最も

多いことがわかった．これは小学校や中学校の誘致を行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 教育施設における土地利用転換の構成 

表-4 小・中学校用地における土地利用転換状況(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

う計画であったが，就学人口等により実際には小学校・

中学校が立地せず，その結果，戸建住宅用地に転換した

ことが考えられる．他には，結果として小中学校が誘致

されなかった用地をグラウンドとして利用する等といっ

た広さを活かした土地利用転換も確認できる（No.28杉

戸西地区，No.42南志津地区）． 

廃校による土地利用転換としては，特別支援学校や中

学校，教育センターといった既存校舎を活用した土地利

用転換事例が多く確認された．No.20の北坂戸地区では1

箇所は校舎を解体し商業施設と戸建に，1箇所は校舎を

活用（その他教育施設）し，残った用地を戸建に転換し

ていた． 

 

(2) 幼稚園用地ににおける土地利用転換 

土地利用転換が行われなかった幼稚園用地は44%にあ

たる42箇所であり，小学校・中学校用地に対し土地利用

転換率が高いことが確認された．これは，幼稚園用地が

小学校・中学校用地と比べ必要用地面積が小さいため計

画変更を行いやすいことや，近隣に設置のしやすい保育

所（園）が開設し，計画変更を行ったこと等が考えられ

る．次に，土地利用転換が行われた箇所の現在の土地利

用を表-5に示す．その結果，幼稚園用地に関しては用地

面積の関係から，土地利用転換の際に複数の用途での転

換は見られず，1つの用途のみの転換であったことが判

明した．なお，低未利用地とは上物の利用がなされてな

く更地になっている状況（駐車場を含む）のことを指す． 

 

表-5 幼稚園用地における土地利用転換状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在 現在

6 7 20 21

12 13 32 52

6 15
福祉施設（他

1地区）
地域施設

23 48

地域施設・児

童館（他2地

区）

社宅35

計画変更 廃園

地区No. 地区No.

一

つ

の
用

途

戸建（他24地

区33箇所）
低未利用地

10

なし

地区数
箇所・
区画数

地区数
箇所・
区画数

箇所・
区画数

小学校 55 50 92 15 17 75

中学校 55 40 50 7 7 43

幼稚園 55 42 95 32 53 42

計画住宅用地 54 53 271 19 63 208
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地区数
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他の教育施設，
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14

54
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戸建（他4地区）一

つ

の
用

途
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他の教育施設
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20
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複
数

用
途

45

20
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小学校・中学校用地と同様に計画変更における土地利

用転換に関しても，戸建住宅用地へと転換されている事

例が最も多くなっている．他には，公民館や高齢者福祉

施設といった用途への転換が確認できる（No.23富士見

地区，No.48冬木地区）． 

廃園となった幼稚園用地の土地利用転換としては，駐

車場や未利用地といった廃園後の活用がされていない事

例が多い．我が国では人口減少等により今後も幼稚園の

廃園が増加することが考えられるため，廃園となった幼

稚園用地の活用方法が今後の課題と考えられる． 

 

 

5. 計画住宅用地における土地利用転換実態 

 

(1) 現在の用途状況 

 計画住宅用地における現在の土地利用を図-4に示す．

土地利用転換が行われず，現在も換地処分時と同様の土

地利用となっているのは，対象区画のうちの77%にあた

る208区画であった．うち，175区画において区画内が集

合住宅のみの用途となっていた．一方，土地利用転換が

確認された計画住宅用地は対象区画の23%にあたる63区

画であった．そこで，土地利用転換が確認された63区画

について，①一部計画変更，②区画内全て計画変更，③

一部建替え，取り壊し（計画通りに建設を行ったが転

換），④区画内全て建替え，取り壊し（計画通りに建設

を行ったが転換）に4分類し，考察を進めていく． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 計画住宅用地における土地利用構成 

 

 

(2) 計画変更による土地利用転換 

 一部計画変更による土地利用転換のうち，集合住宅と

ともに他の用途を建設している事例が3区画，戸建住宅

とともに他の用途を建設している事例は4区画であり，

その土地利用転換の実態を表-6に示す．区画内全て計画

変更を行っている事例は6区画あり，現在の土地利用を 

表-6 計画住宅用地の一部変更における土地利用転換状況 

 

 

 

 

 

 

表-7 計画住宅用地における区画内全て計画変更による土地利

用転換状況 

 

 

 

 

表-7に示す．計画変更による土地利用転換としては，公

園や図書館といった公益施設への転換であった．また

No.29飯能南台地区やNo.47南守谷地区のように商業施設

の誘致を行い，区画を商業エリアとして転換を行ってい

る事例もあった． 

  

(3) 建替えや取り壊しによる土地利用転換 

 ③，④の建替えや取り壊しによる土地利用転において，

本研究対象地では戸建住宅用地から他の用途へ転換を行

った事例は見られず，計画住宅用地から他の用途への転

換を行っていた．③，④の土地利用転換後の用途構成に

関して図-5に示す．地区全体でダウンサイジングを行っ

ている事例がいくつか見られたため，図-5のように戸建

用途へ転換する割合が高くなっている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 計画住宅用地の建替えや取壊し後の利用状況 

 

表-8 建替えや取壊しによる転換状況(6)(7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在 地区No. 現在

保育園 8 民間マンション（2）
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53 商業施設

公園，交番 2 店舗，業務地

保育園，福祉施設 33
福祉施設，保育園，
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病院，保育所 52 業務地
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園
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集合住宅 戸建住宅
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ダウンサイジングが見られた地区としてはNo.44駒羽

根地区（茨城県），No.51大谷地区（栃木県），No.53上

野原地区（栃木県）等といった比較的都心から離れてい

る地区で確認することができた． 

 ③，④におけるその他の転換実態を表-8に示す．No.8

生田地区では，区画内の集合住宅を6棟から4棟へと縮小

するといった集合住宅の縮小化が6区画において見られ，

人口減少という社会情勢の変化が表されている．また，

他の2区画では集合住宅を取り壊し，民間企業が新たに

マンションを建設を行っていた．一方，No.33高根木戸

（高根台）地区では一部集合住宅を取り壊し，病院や保

育所，福祉施設，更に戸建へのダウンサイジング等を行

っていた．高根台地区では，独立行政法人都市再生機構

が主体となり，集合住宅の縮小化とともに医療・子育・

福祉等の機能の集約化を行い，地区全体で少子高齢化へ

の対応を行っている9)． 

 

 

6. まとめと今後の課題 
 

本研究では，首都圏の郊外住宅開発地における教育施

設と計画住宅用地における土地利用転換の実態を明らか

にした． 

小学校・中学校用地では土地利用転換がなされず，現

在でも運用を行っているのが全体の83%にあたる118箇

所と高い数値を示した．一方では，少子化が進む我が国

において今後も廃校が増加することは考えられるため，

統廃合の際に適正な小学校・中学校配置や早い段階での

跡地利用の検討が必要であるともいえる．また，幼稚園

用地も同様に少子化による園児の減少の懸念，さらに現

在の女性の雇用促進等による保育園のニーズが高まって

いることから，廃園となる幼稚園が増加していくことが

考えられる．そのため早い段階での跡地利用の検討が必

要と考えられる． 

土地利用転換が行われた教育施設に関しては，計画変

更としては戸建用地としての用途利用が多くなっている．   

計画住宅用地での土地利用転換としては，戸建用地へ

の転換が多く見られたが，これは地区内全体でダウンサ

イジングを行ったからである．今後，都市を集約化して

いく中でダウンサイジングを行い，居住誘導を行うこと

は有効であると考えられる．特に高根台地区のようにダ

ウンサイジングのみならず，病院や保育所，福祉施設の

集約といった，郊外住宅開発地区全体での土地利用の見

直しは非常に有効であると考えられる． 

 今後は，自治体へのアンケート調査を通じて土地利

用転換を行った際に生じた課題や問題等を明らかにして

いく．更に今後は新住宅市街地開発法による土地利用転

換の実態に関しても研究を進めていく予定である．また，

本研究では教育施設用地や計画住宅用地の区画といった，

「点」での着目であった．今後は周辺の一般住宅用地や

商業用地との土地利用転換を確認し，郊外住宅開発地全

体，すなわち「面」での考察を行う必要がある．また，

今回研究を進めていくうえで，駐車場や未利用地といっ

た郊外住宅開発地における空洞化を確認することができ

た．今後は低未利用地の実態に関しても明らかにしてく

必要があると考えている． 

 

 

補注 

（1）2018年3月31日時点 
（2）2018年5月1日時点 
（3）本研究における教育施設は小学校・中学校・幼稚園とす

る. 
（4）本研究における計画住宅用地は集合住宅，計画戸建住宅

とする 
（5）2018年6月に閲覧した土地利用とする 
（6）赤字は戸建とともに建設 
（7）括弧内の数字は区画数を表す 
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